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納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
で
！

詳
し
く
は
、
税
務
課
収
納
対
策

室
（
☎
６
５
・
１
０
７
６
）
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

1
月
の
納
税
期
限

水
道
修
繕
当
番

内 訳 前月比 前年比

人 口 14,009 人 - 11 - 94

男 性 6,613 人 - 5 - 19

女 性 7,396 人 - 6  - 75

世帯数 6,254 戸  0  23

（平成 26 年 11 月末現在）
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申
請
の
受
け
付
け
は
２
月
２
日
ま
で

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

平
成
26
年
４
月
か
ら
消
費
税
率
が
８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
所
得
の
低
い
方
々
や
子
育
て
中
の
方
々
へ
の
影
響
を
考
慮
し
、

給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
桂
川
町
で
は
、
７
月
下
旬
に
支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
申
請
書
な
ど

を
郵
送
し
て
い
ま
す
（
公
務
員
を
除
く
）
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
申
請
先
】
平
成
26
年
１
月
１
日
に
住
民
登
録
の
あ
る
市
町
村

【
申
請
方
法
】
平
成
27
年
２
月
２
日
ま
で
に
郵
送
ま
た
は
窓
口
で
申
請

【
公
務
員
の
方
に
つ
い
て
】
公
務
員
の
住
所
地
の
市
町
村
で
は
、
当
該
公
務

員
の
児
童
手
当
受
給
者
の
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
た
め
、
個
別
の
案

内
が
で
き
ま
せ
ん
。
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
か
ら
交
付
さ
れ
た
書
類

に
必
要
書
類
を
添
付
し
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

※
市
町
村
に
よ
り
申
請
方
法
や
申
請
期
間
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
平
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月 日 曜日 行政区

２
月

16 日 月 農業所得

17 日 火 農業所得

18 日 水 農業所得

19 日 木 農業所得（19 時まで）

20 日 金 笹尾一

23 日 月 笹尾二

24 日 火 土居二・二反田団地

25 日 水 瀬戸・九郎丸

26 日 木 寿命・土師十（19 時まで）

27 日 金
中屋・土師四
泉ヶ丘団地

月 日 曜日 行政区

３
月

1 日 日
※平日に申告できない人を受付

（９時～ 16 時 30 分まで受付）

2 日 月
豆田・土師九
吉隈本町

3 日 火 土居三・平山一

4 日 水
土師五・天道
グレインヒルズ

5 日 木 土師一・土師七（19 時まで）

6 日 金 土師二

9 日 月 土師六・土師八

10 日 火 土居一

11 日 水
吉隈一・吉隈二
土師三

12 日 木 吉隈三・弥栄・桂ケ丘（19 時まで）

13 日 金 第一豆田・貴船・椿

16 日 月 内山田・平山二

平成27年度 町県民税申告・所得税の確定申告 受付日程表 3
平
成
27
年
度
受
付
日
程
表

町
県
民
税
申
告
・
所
得
税
の
確
定
申
告

【
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間
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２
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３
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16
日
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（
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を
除
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【
時　

間
】
９
時
～
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時
30
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（
木
曜
日
は
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時
ま
で
受
け
付
け
）
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川
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※農業所得のある人は、２月 16 日、17 日、
　18 日、19 日に受け付けます
※日程の都合が悪い場合、他の行政区の日で
　も申告ができます
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